
温泉部会の審議状況等について

平成２６年３月

薬 務 課

１ 所掌事務

「温泉の掘削等に関すること」

（関係例規）京都府環境審議会条例（第７条 、京都府環境審議会運営要領（第３条））

２ 平成２５年度中の審議状況等

部会開催日：平成２５年７月１８日、平成２６年３月１２日

項 目 内 容

動力装置設置許可申請 諮問：平成25年７月２日 答申：平成25年８月19日

（審議内容）動力装置許可申請に係る許可の可否について（温泉法第11条第１項）

動力装置設置許可申請 諮問：平成26年２月19日 答申：平成26年３月予定

（審議内容）動力装置許可申請に係る許可の可否について（温泉法第11条第１項）

３ 平成２６年度の予定（原則として、７月及び１月に開催）

項 目 内 容

未 定 未 定

※申請の状況に応じて、追加開催または開催しない場合もあります。

４ 参考

温泉法の許可に係る事務処理の流れは次頁のとおりです。



温泉法の事務処理
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